別記様式第9号(第6条関係)
告示番号
　　年　　月　　日

放置自動車の保管

北見市長　　　　　　　㊞

下記の放置自動車の所有者等は、北見市公共施設等の放置自動車の処理に関する条例第6条の規定による撤去命令に従わなかったため、同条例第8条第1項及び第2項の規定により北見市が所定の場所に保管するものとする。

記

	車両番号
	

	色
	

	車名
	

	車台番号
	

	放置されていた場所
	

	放置自動車を撤去した日時
	　　年　　月　　日　　午前　　時　　分
　　　　　　　　　　　　　午後

	放置自動車の保管を始めた日時
	　　年　　月　　日　　午前　　時　　分
　　　　　　　　　　　　　午後

	保管の場所
	

	保管した放置自動車を返還するために必要と認められる事項
	



